
日：令和７年６月１日

件：函館中央警察署ホームページ署長挨拶

いよいよ道南にも暑い季節がやってきます。

気温も上がり、開放的となり、一年で最も活動する時期を迎えます。

各地で祭典や各種の行事が予定されており、皆様の日常が、暖かい季節の楽しい思い出に満ちるこ

とを願い、我々は地域の安全と安心のために力を尽くして参りたいと考えております。

今月は、以下の３つの点について、皆さんに注意を呼びかけたいと思います。

その一つ目は、外国籍者による不法滞在・不法就労の防止、法を守らない素行の悪い者に関する情報

ものです。の提供をお願いする

国内企業等における深刻な人手不足や外国人技能実習制度の活用による外国籍者の雇用が増え、一

部の素行不良者による不法滞在や不法就労等の法違反を惹起する場合があります。

また在留カードを偽造して不法就労したり、在留資格を不正に取得することを目的として偽装結婚

をするなど、手口は悪質・巧妙化する状況もあり、ここに国際的な犯罪組織の関与が疑われる可能性

もあります。

地域の安全を妨げる国際犯罪組織の暗躍を防止するためには、警察や関係機関のみならず、道民の

みなさんのご協力が欠かせませんから、どんな細かなことでも構いませんので 「おかしいな？」と、

思ったら、警察に通報して下さい。皆様のご理解とご協力をお願い致します。

です。その二つ目は、薬物乱用の防止について

覚醒剤や大麻などの薬物を乱用すると、

身体や精神が蝕まれ、記憶障害や人格変化

により、以前と同様の生活を続けることが

困難となり、場合によっては死に至ること

があります。

また、薬物乱用は周囲の大切な人を巻き

込むこととなるだけでなく、幻覚や妄想に

よる殺人、薬物の購入代金欲しさによる強

盗や窃盗、重大な交通事故など取り返しのつかない事件につながるおそれがあり、社会全体に被害を

与えます。

当署では、関係機関とも連携しつつ、薬物乱用者の取締りを行うとともに薬物密輸の阻止や密売組

織の壊滅を推進し、全力を挙げて違法薬物の絶無を図っていきます。

昨今、ＳＮＳ等において、依存性や危険性はないというような誤った情報が見受けられますが、一

度でも違法薬物に手を出してしまうと、その強い依存性によって、自分の意思では止めることができ

なくなります。

もし違法薬物を勧められたり、誘われるようなことがあれば、キッパリと断り、その場を離れるこ

とが大切です。薬物に関してのご相談は、最寄りの警察署までお寄せ下さい。



です。その三つ目は、二輪車の交通事故防止について

北海道では夏の期間、二輪車の交通事故が数多く発生する傾

向があります。身体むき出しの状態で運転しますから、事故に

遭ったときの衝撃は計り知れません。バイク愛好家方には以下

の点に注意をお願いしたいと思います。

○ 交通ルール・マナーの遵守

スピードの出し過ぎは、カーブを曲がりきれず対向車線へはみ出したり、路外へ逸脱する事故

に繋がるおそれがあります。また、ちょっとした路面の変化によりバランスを崩し、転倒してし

まうおそれもありますので、制限速度をしっかりと守ることが大切です。

無理な追越しも、正面衝突等の重大事故に直結しますから、安全な運転をお願いします。

○ バイクの特性の理解

バイクは車体が小さく、車のドライバーからは、ミラー等の死角になって見落とされたり、距

離感や速度感覚がわかりにくく、特に交差点では、いわゆる「右直事故」の当事車両になるケー

スがあります。運転する際には、双方の車両の特性を理解した上で、お互いに慎重な運転をお願

いします。

○ ゆとりをもったツーリング

ツーリング中にバイク仲間から遅れ、その遅れを取り戻そうと自分の技量を超えて無理な運転

をすることはとても危険です。

無理な運転は、交通違反や交通事故に結び付き、命を落とす場合もあります。

仲間とツーリングをする際には、仲間同士でゆとりをもった計画を立てることや、仲間から離

れてしまった場合の集合場所をあらかじめ決めておくようお願いします。

最後にもう一つ、皆さんへのお知らせです。

令和７年度（第２回）北海道警察官採用試験です。

以下のとおり実施されますので、是非受験していた

だいて、同じ警察官として北海道の安心安全を守るた

めに一緒に頑張りましょう。

○ 採用予定人数

250名程度 男性Ａ区分 40名程度、男性Ｂ区分 140名程度

女性Ａ区分 20名程度、女性Ｂ区分 50名程度

○ 受験資格

【学歴】

Ａ区分 ～ 学校教育法による大学（短期大学を除く）等を卒業した者

（令和８年３月末日までに卒業見込みの者を含む）

※ 高度専門士の称号を取得又は令和８年３月末日までに取得見込みの者を含む

Ｂ区分～Ａ区分以外の者



【年齢】

平成５年４月２日から平成20年４月１日までに生まれた者

（令和８年４月１日現在で18歳以上33歳未満）

、 、 、 、 。警察官の仕事は 交番勤務や犯罪捜査 防犯活動 交通指導取締 災害救助等多岐に渡ります

皆さん自身の特技や個性を活かして、私たちと一緒に北海道を守っていきましょう。

北海道警察は、仕事のやりがいはもちろん、私生活の充実も大切にする組織です。

、 、 。休暇や給料 育児や介護との両立等 私生活も充実させたい方にとって魅力あふれる組織です

北海道警察では、仕事の内容や福利厚生等について、ＷＥＢや対面型等、各種説明会やイベン

。 、 。トを開催しています 説明会やイベントに参加して リアルな道警を知ることから始めましょう

説明会の案内は、北海道警察ホームページや採用センターのＳＮＳを御覧ください。

函館中央警察署長 佐藤 伸治


